
 伊勢崎市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年１０月４日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第２６号 

伊勢崎市市税条例等の一部を改正する条例 

（伊勢崎市市税条例の一部改正） 

第１条 伊勢崎市市税条例（平成１７年伊勢崎市条例第７５号）の一部を次の

ように改正する。 

   第６１条の次に次の１条を加える。 

（法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合） 

第６１条の２  法第３４９条の３第２８項に規定する市町村の条例で定め

る割合は、２分の１とする。  

２ 法第３４９条の３第２９項に規定する市町村の条例で定める割合は、２

分の１とする。 

３ 法第３４９条の３第３０項に規定する市町村の条例で定める割合は、２

分の１とする。 

附則第５条第１項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 

   附則第１０条の２中第１０項を第１２項とし、第９項の次に次の２項を

加える。 

１０ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は、２

分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第４５項に規定する市町村の条例で定める割合は、３

分の２とする。 

（伊勢崎市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 伊勢崎市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年伊勢崎市条例

第２５号）の一部を次のように改正する。 

  附則第６条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新条例第８２

条及び新条例」を「伊勢崎市市税条例第８２条及び」に改め、「左欄に掲げ



る」の次に「同条例の」を加え、同条の表を次のように改める。 

第８２条第２

号ア ( イ ) 

３，９００円 ３，１００円  

第８２条第２

号ア ( ウ )ａ 

６，９００円 ５，５００円  

１０，８００円 ７，２００円  

第８２条第２

号ア ( ウ )ｂ 

３，８００円 ３，０００円  

５，０００円 ４，０００円  

附則第１６条 第８２条 伊勢崎市市税条例等の一部を改正する

条例（平成２６年伊勢崎市条例第２５

号。以下この条において「平成２６年

改正条例」という。）附則第６条の規

定により読み替えて適用される第８２

条 

附則第１６条

の表第２号ア

( イ )の項 

第２号ア ( イ ) 平成２６年改正条例附則第６条の規定

により読み替えて適用される第８２条

第２号ア ( イ ) 

３，９００円 ３，１００円  

附則第１６条

の表第２号ア

( ウ )ａの項 

 

 

第２号ア ( ウ )ａ 平成２６年改正条例附則第６条の規定

により読み替えて適用される第８２条

第２号ア ( ウ )ａ 

６，９００円 ５，５００円  

１０，８００円 ７，２００円  

附則第１６条

の表第２号ア

( ウ )ｂの項 

第２号ア ( ウ )ｂ 平成２６年改正条例附則第６条の規定

により読み替えて適用される第８２条

第２号ア ( ウ )ｂ 

３，８００円 ３，０００円  

５，０００円 ４，０００円  

   附 則 

 （施行期日） 



第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴  第１条中伊勢崎市市税条例附則第５条第１項の改正規定及び次条の規

定 平成３１年１月１日 

⑵ 第２条の規定 平成３１年１０月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の伊勢崎市市税条例（以下「新条例」とい

う。）附則第５条第１項の規定は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例第６１条の２の規定は、平成３０年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、平成２９年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

 

 

 伊勢崎市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年１０月４日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第２７号 

伊勢崎市都市計画税条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市都市計画税条例（平成１７年伊勢崎市条例第７７号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第１６項を附則第１８項とする。 

附則第１５項中「若しくは第４２項」を「、第４２項、第４４項若しくは第

４５項」に改め、同項を附則第１７項とする。 

附則第１４項中「附則第６項及び第８項」を「附則第８項及び第１０項」に、

「附則第６項及び第９項」を「附則第８項及び第１１項」に、「附則第７項、



第９項及び第１０項」を「附則第９項、第１１項及び第１２項」に、「附則第

９項から第１１項まで」を「附則第１１項から第１３項まで」に、「附則第１

１項」を「附則第１３項」に改め、同項を附則第１６項とする。 

附則第１３項中「附則第１１項」を「附則第１３項」に改め、同項を附則第

１５項とする。 

附則第１２項を附則第１４項とし、附則第１１項を附則第１３項とする。  

附則第１０項中「附則第６項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１２

項とする。 

附則第９項中「附則第６項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１１項

とする。 

附則第８項中「附則第６項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１０項

とする。 

附則第７項を附則第９項とし、附則第６項を附則第８項とし、附則第５項の

次に次の２項を加える。 

（法附則第１５条第４４項の条例で定める割合） 

６ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の

１とする。 

（法附則第１５条第４５項の条例で定める割合） 

７ 法附則第１５条第４５項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の

２とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の伊勢崎市都市計画税条例の規定は、平成３０年度

以後の年度分の都市計画税について適用し、平成２９年度分までの都市計画

税については、なお従前の例による。 

 

 

 伊勢崎市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例をここに公布する。  



  平成２９年１０月４日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第２８号 

伊勢崎市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市放課後児童クラブ条例（平成１７年伊勢崎市条例第１３８号）の一

部を次のように改正する。 

第２条の表に次のように加える。 

伊勢崎市赤堀南小学校放課後児童クラブ  伊勢崎市堀下町３０８番地２ 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 伊勢崎市営住宅管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２９年１０月４日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第２９号 

伊勢崎市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市営住宅管理条例（平成１７年伊勢崎市条例第１７０号）の一部を次

のように改正する。 

第３５条及び第３６条中「令第１１条」を「令第１２条」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


